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東
京
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

出
張
期
間
は
昭
和
四
五
年
七
月
一
五
日
か
ら
同
四
七
年
七
月
一
四
日
ま
で
と
す
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

出
張
期
間
は
昭
和
四
五
年
七
月
七
日
か
ら
同
四
七
年
七
月
八
日
ま
で
と
す
る

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
出
張
を
命
ず
る

札
幌
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

ア
メ
リ
カ
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衆
国
へ
出
張
期
間
変
更
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法
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刑
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局
付
に
充
て
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争
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法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

〃

出
張
期
間
は
昭
和
五
五
年
二
月
一
三
日
か
ら
同
年
二
一
月
二
○
日
ま
で
と
す
る

〃

除
ラ
リ
ア
ヘ
出
張
を
命
ず
る

連
合
王
国
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
ウ
エ
ー
デ
ン
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
西
Ｆ
イ
ッ
、
オ
ー
ス
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法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
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省

（
期
間
は
昭
和
五
四
年
五
月
二
○
日
ま
で
と
す
る
）

外
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一一コ

外
務
事
務
官
（
国
際
連
合
局
）
に
併
任
す
る
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出
張
期
間
は
昭
和
五
四
年
五
月
五
日
か
ら
同
月
二
○
日
ま
で
と
す
る
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メ
リ
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を
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ず
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す
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す
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の
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昭
和
五
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ま
で
と
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和
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（
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委
員
に
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任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
六
○
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

出
張
期
間
は
昭
和
六
○
年
七
月
八
日
か
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月
二
○
日
ま
で
と
す
る
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デ
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成
二
年
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司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
務
省
刑
事
局
青
少
年
課
長
に
充
て
る

東
京
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る
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京
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察
庁
検
事
に
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す
る

最
高
裁
判
所
家
庭
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
を
免
ず
る

●
●

最
高
裁
判
所
家
庭
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
に
任
命
す
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す
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事
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会
幹
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す
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併
任
の
期
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は
昭
和
六
一
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一
二
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三
一
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ま
で
と
す
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検
察
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特
別
考
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審
査
会
臨
時
委
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に
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す
る

併
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の
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昭
和
六
一
年
一
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一
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ン
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、
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及
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衆
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出
張
を
命
ず
る

法
務
大
臣
官
房
審
議
官
（
刑
事
局
担
当
）
に
充
て
る

併
任
の
期
間
は
平
成
五
年
一
二
昼
三
日
ま
で
と
す
る

平
成
五
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

（
期
間
は
平
成
四
年
五
月
二
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
国
際
連
合
局
）
に
併
任
す
る

出
張
期
間
は
平
成
四
年
四
月
一
九
日
か
ら
同
年
五
月
二
日
ま
で
と
す
る

オ
ー
ス
ト
リ
ア
へ
出
張
を
命
ず
る

国
際
連
合
犯
罪
防
止
刑
事
司
法
委
員
会
日
本
代
表
を
委
嘱
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
四
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
四
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

ゆ
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法
制
審
議
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事
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す
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事
局
国
際
課
長
に
充
て
る

や
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法
務
省
刑
事
局
青
少
年
課
長
に
充
て
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
三
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
三
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
二
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る
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出
張
期
間
は
平
成
七
年
四
月
二
九
日
か
ら
同
年
五
月
九
日
ま
で
と
す
る

エ
ジ
プ
ト
へ
出
張
を
命
ず
る

第
九
回
国
際
連
合
犯
罪
防
止
会
議
日
本
政
府
代
表
を
命
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

第
一
三
二
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

平
成
六
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

０

出
張
期
間
は
平
成
六
年
四
月
二
四
日
か
ら
同
年
五
月
八
日
ま
で
と
す
る

オ
ー
ス
吟
リ
ア
ヘ
出
張
を
命
ず
る
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併
任
の
期
間
は
平
成
六
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
六
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

（
期
間
は
平
成
五
年
四
月
二
四
日
ま
で
と
す
る
）
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合
局
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す
る
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四
月
一
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五
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出
張
期
間
は
平
成
七
年
五
月
二
八
日
か
ら
同
年
六
月
二
日
ま
で
と
す
る

外
務
事
務
官
（
総
合
外
交
政
策
局
）
に
併
任
す
る

（
期
間
は
平
成
七
年
六
月
九
日
ま
で
と
す
る
）

（
期
間
は
平
成
七
年
六
月
九
日
ま
で
と
す
る
）

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
大
臣
官
房
審
議
官
（
刑
事
局
担
当
）
に
充
て
る

出
張
期
間
は
平
成
八
年
二
月
五
日
か
ら
同
月
二
日
ま
で
と
す
る

外
務
事
務
官
（
経
済
局
）
に
併
任
す
る

（
期
間
は
平
成
八
年
二
月
二
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
総
合
外
交
政
策
局
）
に
併
任
す
る

出
張
期
間
は
平
成
八
年
四
月
八
日
か
ら
同
月
一
四
日
ま
で
と
す
る

年
六
月
二
日
ま
で
と
す
る

フ
ラ
ン
ス
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
へ
出
張
を
命
ず
る

（
期
間
は
平
成
八
年
四
月
一
四
日
ま
で
と
す
る
）
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4

元 日
出
張
期
間
は
平
成
一
○
年
六
月
二
○
日
か
ら
同
月
二
七
日
ま
で
と
す
る

イ
タ
リ
ア
へ
出
張
を
命
ず
る

出
張
期
間
は
平
成
一
○
年
四
月
一
九
日
か
ら
同
年
五
月
三
日
ま
で
と
す
る

オ
ー
ス
暇
リ
ア
ヘ
出
張
を
命
ず
る

第
一
四
二
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

第
一
四
一
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

●

（
期
間
は
平
成
九
年
五
月
一
二
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
総
合
外
交
政
策
局
）
に
併
任
す
る

出
張
期
間
は
平
成
九
年
四
月
二
六
日
か
ら
同
年
五
月
九
日
ま
で
と
す
る

オ
ー
ス
ト
リ
ア
へ
出
張
を
命
ず
る

平
成
九
年
四
月
二
三
日
付
け
出
張
命
令
変
更

出
張
期
間
は
平
成
九
年
四
月
二
六
日
か
ら
同
年
五
月
一
二
日
ま
で
と
す
る

オ
ー
ス
ト
リ
ア
へ
出
張
を
命
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

（
期
間
は
平
成
八
年
六
月
二
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
総
合
外
交
政
策
局
）
に
併
任
す
る
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生

七
日

終
了
し
た

平
成
一
三
年
一
月
五
日
限
り
を
も
っ
て
検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
委
員
の
併
任
は

は
終
了
し
た

平
成
一
三
年
一
月
五
日
限
り
を
も
っ
て
法
制
審
議
会
幹
事
及
び
部
会
委
員
の
併
任

最
高
裁
判
所
家
庭
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

自
然
環
境
保
全
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

●
、

●

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

副
検
事
選
考
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

法
務
省
刑
事
局
長
に
充
て
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

宇
都
宮
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る
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』 ’ 日
法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
を
解
除
す
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
の
委
嘱
を
解
く

最
高
裁
判
所
家
庭
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
を
免
ず
る

併
任
の
期
間
は
平
成
一
四
年
二
月
三
○
日
ま
で
と
す
る

に
併
任
す
る

検
察
官
特
別
任
用
審
査
会
試
験
委
員
（
検
察
官
特
別
考
試
の
た
め
の
試
験
担
当
）

法
務
省
刑
事
局
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

最
高
検
察
庁
刑
事
部
長
を
命
ず
る

出
張
期
間
は
平
成
一
四
年
四
月
七
日
か
ら
同
月
八
日
ま
で
と
す
る

大
韓
民
国
へ
出
張
を
命
ず
る
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高
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判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

了
し
た

平
成
一
三
年
一
月
五
日
限
り
を
も
っ
て
自
然
環
境
保
全
審
議
会
幹
事
の
併
任
は
終

し
た
平
成
一
三
年
一
月
五
日
限
り
を
も
っ
て
副
検
事
選
考
審
査
会
委
員
の
併
任
は
終
了
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出
張
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は
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一
五
年
五
月
二
日
か
ら
同
月
一
八
日
ま
で
と
す
る

オ
ー
ス
ト
リ
ア
へ
出
張
を
命
ず
る

出
張
期
間
は
平
成
一
四
年
一
二
月
一
四
日
か
ら
同
月
一
九
日
ま
で
と
す
る

ド
イ
ッ
ヘ
出
張
を
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ず
る
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